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Ⅲ 地域で暮らしながら受ける支援
４ 在宅の要支援または要介護状態の人や介護者への支援

家族介護者のつどい （福祉局認知症支援課）

高齢者を自宅で介護している家族の方が、介護者同士の相互交流や意見交換、介護
技術の習得などを通じて介護負担の軽減と心身のリフレッシュを図れるよう家族介護
教室などを実施します。

１ 内容

・家族介護者の交流会

・家族介護教室

２ 対象者

福岡市内に居住する要介護高齢者（要支援１・２または要介護１～５の認定を受けた人。 歳以

上 歳未満で特定疾病に該当する人を含む。）を在宅で現に介護している家族

３ 費用（自己負担）
教材費・食材費などの実費相当額

【問い合わせ先】

介護実習普及センター 福岡市市民福祉プラザ３階

◆福岡市認知症フレンドリーセンター◆
ユマニチュード®など認知症に関する講座や を活用した認知症体験等を実施しており、誰でも自由

に訪れることができるセンターです。「認知症の人にもやさしいデザイン」を全面導入しており、ショールー

ムとしても活用可能です。

認知症の人にもやさしい製品・サービスの展示、認知症の本人同士の交流、活躍機会の創出なども

行っています。

１ 場所

福岡市中央区舞鶴２－５－１ 健康づくりサポートセンター あいれふ２階

２ 開館日時

火～土曜日（祝日・年末年始を除く） 午前 時～午後６時

３ お問合せ

： ： ：

福岡市認知症フレンドリーセンターホームページ

（センター内の紹介・講座の案内等が掲載されています）

≪ホームページはこちら≫



Ⅲ 地域で暮らしながら受ける支援
４ 在宅の要支援または要介護状態の人や介護者への支援

認知症の人の見守りネットワーク事業（福祉局認知症支援課）

行方不明になった認知症の人を早期発見・保護するため、また、介護者の負担を軽
減するため、警察や地域などの協力のもとにネットワーク事業を行っています。

種類 登録制度
（登録制度と同時利用）

捜してメール 捜索システム

内容

事前に、氏名･住所･連絡先･

特徴･写真等を警察署や保健

福祉センターなどに登録し、認

知症の人の行方がわからなく

なったときの早期発見･保護

や、保護や、保護されたときの

身元確認ができるようにしま

す。

「捜してメール」の利用登録され

た人が行方不明になったとき、行

方不明時の状況などを聞き取り、

協力事業者・協力サポーターへメ

ールを一斉配信し、捜索への協

力をお願いすることで、早期発

見・早期保護を図るものです。

行方不明になる可能性のある認知

症の人が携帯する「 端末機」を

貸与します。コンタクトセンターやス

マートフォン専用アプリを利用して、

対象者の位置や異動履歴を確認し

、早期発見・早期保護を図るもので

す。

サ
ー
ビ
ス
の
利
用
者

対象者
福岡市内に居住（介護保険法及び老人福祉法に規定する施

設を含む）する認知症の人

福岡市の介護保険被保険者（福岡

市に介護保険料を納めている人）

で、認知症により行方不明になる可

能性のある在宅で生活している人

（ 歳以上 歳未満の人は、要

介護認定者）

申請者
対象者の親族･介護者

対象者本人
対象者の親族・介護者 対象者を介護している人

費用 無料

登録は無料。

＊メール配信依頼時のメール

を受信するためにメールアドレ

スを登録された場合は、メール

の送受信などにかかる費用

は、利用者負担となります。

月額利用料円（ 円）の自己負

担が必要です。

＊アプリ利用時にかかる通信料

は、利用者負担となります。

＊初期費用は福岡市が助成してい

ます。

申込方法
各区保健福祉センター地域保健福祉課または対象者がお住まいの区域担当の「いきいきセンターふく

おか」にお申込みください。（事前にお問い合わせください。）

必要なもの 写真（２枚 ※最近のもので、顔や体格がわかるものをご用意ください。）

【問い合わせ先】 各区保健福祉センター地域保健福祉課（ 参照）

※申請書は、保健福祉センター、警察署、いきいきセンターふくおかで保管します。

【捜索へのご協力をお願いします】 送受信などにかかる費用は、利用者負担となります。

〇捜してメールの協力事業者、協力サポーターへの登録
に空メールを送信してください。登録のためのメールが届きましたら、 から登録をお願いします。

※ 以上の暗号化通信対応端末からのみ登録できます。

※ からのメール受信が可能なように設定をお願いします。

〇ステッカーアプリの協力者への登録（ ～ 捜索システム ステッカー 利用者のため）

や で「みまもりあい」と検索してアプリをダウンロードし、

登録をお願いします。

認知症高齢者捜して
メール協力サポーター
登録用コード
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Ⅲ 地域で暮らしながら受ける支援
４ 在宅の要支援または要介護状態の人や介護者への支援

認知症カフェ （福祉局認知症支援課）

認知症カフェとは、認知症の人やその家族、地域住民、介護や福祉などの専門職
などが気軽に集い情報交換やお互いを理解する場所です。

◎福岡市内で開設されている認知症カフェの情報は、福岡市ホームページに掲載しています。

◎認知症カフェはを新たにに開設し、認知症の人などからの相談に対応できる専門職のスタッフを

名以上配置する等の要件を満たす場合には補助金の交付を行っています。

【問い合わせ先】

福祉局認知症支援課 ≪詳細はこちら≫

認知症コミュニケーション・ケア技法
「ユマニチュード®」講座 （福祉局ユマニチュード推進課）

ユマニチュードとは、認知症の人に優しさを伝えるコミュニケーションの技術です。
家族介護者や地域、専門職向け等、対象者別に講座を行っています。

・対 象 者 福岡市内にお住まいもしくはお勤めの方

・費 用 無料 ※一部有料の講座もあります。

・日 程 市政だよりや福岡市ホームページでお知らせします。

【問い合わせ先】

福祉局ユマニチュード推進課 ≪詳細はこちら≫
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